
【被保険者】

特養入所希望者

【被保険者】

特例入所として施設へ相談又

は申込書を提出

【被保険者】

入所申込書を施設に提出

【被保険者】

要介護３以上の方

【被保険者】

要介護１・２の方

【施設】

基準に基づく入所判定委員会を開催し、判定結果を保険者及び被保険者へ報告。

※介護の必要度合いや介護者の状況等を踏まえ、各施設で入所者の決定を行う。

※入所判定委員会議事録の作成。

【被保険者】

入所決定

【被保険者】

入所不可

【施設】

特例入所要件等調査
・認知症であり、日常生活に支障を来すような症状・行動や 意思疎通の

困難さが頻繁に見られるか否か。

・知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すよう な症状・行動

や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られるか否か。

・家族等による深刻な虐待が疑われる等により、心身の安全・安心の確保

が困難な状態であるか否か。

・単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により、家族等によ

る支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が

十分に認められないか否か。

【栗原市】

意見書収受及び回答

【施設】

栗原市へ特例入所の

意見照会

※市ホームページに

様式あり

【施設】

特例入所要件該当

特例入所フロー図


